
 東日本大震災により被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護
者等への助言・援助、学校教育活動の復旧支援、福祉関係機関との連携調整等様々な
課題に対応するため、平成２３年度補正予算及び平成２４年度予算において、スクー
ルカウンセラー等を緊急派遣する経費を措置したところ。 
 これらの支援について、被災地の自治体からは平成２５年度以降についても引き続
き支援を要望されていることから、被災した幼児児童生徒・教職員等に対する切れ目
ない心のケアや必要な支援を行うための経費を計上する。 

緊急スクールカウンセラー等派遣事業 

                                   平成２３年度第１次補正予算額 ： ３，０１５百万円 

平成２３年度第３次補正予算額 ：   ３５１百万円 

平成２４年度予算額 ： ４，７０２百万円 【復興特別会計措置額】 
平成２５年度予算額 ： ３，９１３百万円 【復興特別会計措置額】 

・スクールカウンセラーの派遣    
  臨床心理士、精神科医 等 

・スクールカウンセラーに準ずる者の派遣 
  相談業務経験者、教育・福祉分野の専門的知識 

 を有する者 等  

・電話相談体制の整備 

・心のケアに資するためのソーシャルワーク、 

 学習支援 

心のケアの対応 進路指導・就職支援 

障害のある子どもへの支援 

 

・緊急進路指導員の派遣 
  若年者の就職支援の経験を有する者、 
  地域産業界の事情に精通する者 等 
 
  このほか、被災した高校生が首都圏で就職活動 
 を行うための支援を実施 

・外部専門家の派遣 
  作業療法士（OT）・理学療法士（PT）・言語聴覚士 
 （ST）・児童精神科医 等 

生徒指導体制の強化 

・生徒指導の経験豊富な者の配置 
  生徒指導体制を強化するため、生徒指導に関 
 する知識・経験豊富なアドバイザー等の配置等 
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新たな課題への対応 


